
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
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一

オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正

第
一
条

改
正

第
一
条
４

議
定
書
第
一
条
４
中
「
又
は
附
属
書
Ｅ
」
を
「
、
附
属
書
Ｅ
又
は
附
属
書
Ｆ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
５

議
定
書
第
二
条
５
中
「
及
び
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
、
第
二
条
の
Ｈ
及
び
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
８

、
９

及
び

(a)

(a)

11

議
定
書
第
二
条
８

及
び

中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

(a)

11

議
定
書
第
二
条
８

に
後
段
及
び
後
段
た
だ
し
書
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(a)

そ
の
合
意
に
は
、
第
二
条
の
Ｊ
に
定
め
る
消
費
量
又
は
生
産
量
に
関
す
る
義
務
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
関
係
締
約
国
の
消
費
量
又
は
生
産
量
の
算
定
値
の
合
計
が
同
条
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す

る
。
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二

議
定
書
第
二
条
９

中

を

と
す
る
。

(a)

(ii)

(iii)

議
定
書
第
二
条
９

の
次
に

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(a)
(i)

(ii)

附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
地
球
温
暖
化
係
数
を
調
整
す
る
こ
と
並
び
に
調

(ii)
整
す
る
場
合
に
は
そ
の
内
容

議
定
書
第
二
条
９

中
「

の

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
る
。

(b)

(a)

(i)

(ii)

(a)
(i)

(iii)

第
二
条
の
Ｊ

議
定
書
第
二
条
の
Ｉ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
Ｊ

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

１

締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ

に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
消
費
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物

質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る

規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
１
に
定
め
る
消
費
量
の
算
定
値
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示

さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

二
千
十
九
年
か
ら
二
千
二
十
三
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
二
千
二
十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇

月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
消
費
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書

Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
１
に
定
め
る
消
費
量
の
算
定
値
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た

値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
、
特
定
の

締
約
国
が
確
保
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
五
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(b)
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三

議
定
書
第
二
条
９

中

を

と
す
る
。

(a)

(ii)

(iii)

議
定
書
第
二
条
９

の
次
に

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(a)
(i)

(ii)

附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
地
球
温
暖
化
係
数
を
調
整
す
る
こ
と
並
び
に
調

(ii)
整
す
る
場
合
に
は
そ
の
内
容

議
定
書
第
二
条
９

中
「

の

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
る
。

(b)

(a)

(i)

(ii)

(a)
(i)

(iii)

第
二
条
の
Ｊ

議
定
書
第
二
条
の
Ｉ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
Ｊ

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

１

締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ

に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
消
費
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物

質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る

規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
１
に
定
め
る
消
費
量
の
算
定
値
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示

さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

二
千
十
九
年
か
ら
二
千
二
十
三
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
二
千
二
十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇

月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
消
費
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書

Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
１
に
定
め
る
消
費
量
の
算
定
値
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た

値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
、
特
定
の

締
約
国
が
確
保
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
五
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(b)
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四

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
３

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ

の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
生
産
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ

た
も
の
）
が
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平

均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
２
に
定
め
る
生
産
量
の
算
定
値
の
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
加
え
た
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
。

二
千
十
九
年
か
ら
二
千
二
十
三
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
４

３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
二
千
二
十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇

月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
生
産
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書

Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
２
に
定
め
る
生
産
量
の
算
定
値
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た

値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
、
附
属
書

Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
締
約
国
が
確
保
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
五
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
５

１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
が
除
外
さ
れ
る
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ
た
用
途
を
満
た
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
締
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五

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
３

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ

の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
生
産
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ

た
も
の
）
が
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平

均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
２
に
定
め
る
生
産
量
の
算
定
値
の
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
加
え
た
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
。

二
千
十
九
年
か
ら
二
千
二
十
三
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
４

３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
二
千
二
十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇

月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
生
産
量
の
算
定
値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
が
、

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
の
各
年
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書

Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
二
条
の
Ｆ
２
に
定
め
る
生
産
量
の
算
定
値
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た

値
（
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
も
の
）
に
対
し
て
、
次
の
年
ご
と
に
定
め
る
比
率
を
超
え
な
い
こ
と
を
、
附
属
書

Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
締
約
国
が
確
保
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(a)

二
千
二
十
五
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(b)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(c)

二
千
三
十
四
年
及
び
二
千
三
十
五
年
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(d)

二
千
三
十
六
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(e)
５

１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
が
除
外
さ
れ
る
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ
た
用
途
を
満
た
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
締
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六

約
国
が
認
め
た
生
産
量
及
び
消
費
量
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
製
造
す
る
締
約
国
は
、
二
千
二

十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す

る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
製
造
す
る
各
生
産
施
設
に
お
い
て
発
生
し
及
び
放
出
さ
れ
た
附
属
書

Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
が
、
実
行
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
締
約
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
技
術
を
用
い
て

そ
の
放
出
と
同
一
の
十
二
箇
月
の
期
間
内
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

７

締
約
国
は
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
施
設
に

お
い
て
発
生
し
た
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
破
壊
が
、
締
約
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
技
術
に
よ
つ

て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
三
条

議
定
書
第
三
条
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

締
約
国
は
、
第
二
条
か
ら
第
二
条
の
Ｊ
ま
で
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
上
、
附
属
書
Ａ
、
附
属
書
Ｂ
、
附
属
書
Ｃ
、

附
属
書
Ｅ
又
は
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
自
国
に
つ
い
て
の
算
定
値
を
次
の
方
法
に
よ
り
決
定
す
る
。

議
定
書
第
三
条

中
「
各
規
制
物
質
」
を
「
２
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
各
規
制
物
質
」
に
改
め
る
。

(a)
(i)

議
定
書
第
三
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
発
生
さ
せ
る
各
施
設
に
お
い

(d)
て
発
生
し
た
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
放
出
量
の
算
定
値
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
装
置
か
ら
の

漏
出
、
工
程
に
お
け
る
排
気
及
び
破
壊
装
置
の
利
用
に
よ
る
放
出
量
を
含
み
、
使
用
、
破
壊
又
は
貯
蔵
の
た
め
に
回
収

さ
れ
た
量
を
除
く
。

２

第
二
条
５
の
二
、
第
二
条
の
Ｊ
及
び
１

の
規
定
の
適
用
上
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
及
び
附

(d)

属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
生
産
量
、
消
費
量
、
輸
入
量
、
輸
出
量
及
び
放
出
量
を

算
定
す
る
場
合
に
は
、
締
約
国
は
、
附
属
書
Ａ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
地
球

温
暖
化
係
数
を
用
い
る
。

第
四
条
１
の
七

議
定
書
第
四
条
１
の
六
の
次
に
１
の
七
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
七

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
か
ら
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
輸
入
す
る
こ
と
を
こ
の
１
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七

約
国
が
認
め
た
生
産
量
及
び
消
費
量
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
製
造
す
る
締
約
国
は
、
二
千
二

十
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す

る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
製
造
す
る
各
生
産
施
設
に
お
い
て
発
生
し
及
び
放
出
さ
れ
た
附
属
書

Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
が
、
実
行
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
締
約
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
技
術
を
用
い
て

そ
の
放
出
と
同
一
の
十
二
箇
月
の
期
間
内
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

７

締
約
国
は
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
施
設
に

お
い
て
発
生
し
た
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
破
壊
が
、
締
約
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
技
術
に
よ
つ

て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
三
条

議
定
書
第
三
条
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

締
約
国
は
、
第
二
条
か
ら
第
二
条
の
Ｊ
ま
で
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
上
、
附
属
書
Ａ
、
附
属
書
Ｂ
、
附
属
書
Ｃ
、

附
属
書
Ｅ
又
は
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
自
国
に
つ
い
て
の
算
定
値
を
次
の
方
法
に
よ
り
決
定
す
る
。

議
定
書
第
三
条

中
「
各
規
制
物
質
」
を
「
２
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
各
規
制
物
質
」
に
改
め
る
。

(a)
(i)

議
定
書
第
三
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
又
は
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
発
生
さ
せ
る
各
施
設
に
お
い

(d)
て
発
生
し
た
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
放
出
量
の
算
定
値
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
装
置
か
ら
の

漏
出
、
工
程
に
お
け
る
排
気
及
び
破
壊
装
置
の
利
用
に
よ
る
放
出
量
を
含
み
、
使
用
、
破
壊
又
は
貯
蔵
の
た
め
に
回
収

さ
れ
た
量
を
除
く
。

２　

第
二
条
５
、
第
二
条
の
Ｊ
及
び
１　

の
規
定
の
適
用
上
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
及
び
附
属
書

(d)

Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
酸
化
炭
素
換
算
で
表
示
さ
れ
た
生
産
量
、
消
費
量
、
輸
入
量
、
輸
出
量
及
び
放
出
量
を
算
定

す
る
場
合
に
は
、
締
約
国
は
、
附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
地
球
温
暖

化
係
数
を
用
い
る
。

第
四
条
１
の
七

議
定
書
第
四
条
１
の
六
の
次
に
１
の
七
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
七

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
か
ら
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
輸
入
す
る
こ
と
を
こ
の
１
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八

の
七
の
規
定
の
効
力
発
生
の
時
か
ら
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
２
の
七

議
定
書
第
四
条
２
の
六
の
次
に
２
の
七
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
七

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
に
対
し
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
輸
出
す
る
こ
と
を
こ
の

２
の
七
の
規
定
の
効
力
発
生
の
時
か
ら
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
５
か
ら
７
ま
で

議
定
書
第
四
条
５
か
ら
７
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
附
属
書
Ｅ
」
を
「
、
附
属
書
Ｅ
及
び
附
属
書
Ｆ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
８

議
定
書
第
四
条
８
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
Ｂ

議
定
書
第
四
条
の
Ｂ
２
の
次
に
２
の
二
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
二

締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
又
は
自
国
に
つ
い
て
こ
の
２
の
二
の
規
定
の
効
力
が
生
ず
る
日
か
ら
三
箇
月

以
内
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
で
あ
つ
て
、
未
使
用
の
も
の
、
使
用
済
み
の
も

の
、
再
利
用
さ
れ
る
も
の
及
び
再
生
さ
れ
た
も
の
の
輸
入
及
び
輸
出
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
の
制
度
を
設
け
及
び
実
施
す

る
。
第
五
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
、
自
国
が
同
月
一
日
ま
で
に
当
該
制
度
を
設
け
及
び
実
施
す

る
状
況
に
な
い
と
認
め
る
も
の
は
、
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
ま
で
措
置
の
実
施
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

議
定
書
第
五
条
４
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
五
条
５
及
び
６
中
「
及
び
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
、
第
二
条
の
Ｉ
及
び
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
五
条
８
の
三
の
次
に
８
の
四
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
の
四

１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
は
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
制
措
置
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
第
二
条
９
の
規
定
に

(a)
基
づ
く
調
整
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
条
の
Ｊ
１

か
ら

ま
で
及
び
３

か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
措

(a)

(e)

(a)

(e)

置
の
実
施
時
期
を
遅
ら
せ
並
び
に
当
該
規
制
措
置
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

(i)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(ii)

二
千
三
十
五
年
か
ら
二
千
三
十
九
年
ま
で
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iii)
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九

の
七
の
規
定
の
効
力
発
生
の
時
か
ら
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
２
の
七

議
定
書
第
四
条
２
の
六
の
次
に
２
の
七
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
七

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
に
対
し
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
輸
出
す
る
こ
と
を
こ
の

２
の
七
の
規
定
の
効
力
発
生
の
時
か
ら
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
５
か
ら
７
ま
で

議
定
書
第
四
条
５
か
ら
７
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
附
属
書
Ｅ
」
を
「
、
附
属
書
Ｅ
及
び
附
属
書
Ｆ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
８

議
定
書
第
四
条
８
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
Ｂ

議
定
書
第
四
条
の
Ｂ
２
の
次
に
２
の
二
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
二

締
約
国
は
、
二
千
十
九
年
一
月
一
日
又
は
自
国
に
つ
い
て
こ
の
２
の
二
の
規
定
の
効
力
が
生
ず
る
日
か
ら
三
箇
月

以
内
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
で
あ
つ
て
、
未
使
用
の
も
の
、
使
用
済
み
の
も

の
、
再
利
用
さ
れ
る
も
の
及
び
再
生
さ
れ
た
も
の
の
輸
入
及
び
輸
出
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
の
制
度
を
設
け
及
び
実
施
す

る
。
第
五
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
、
自
国
が
同
月
一
日
ま
で
に
当
該
制
度
を
設
け
及
び
実
施
す

る
状
況
に
な
い
と
認
め
る
も
の
は
、
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
ま
で
措
置
の
実
施
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

議
定
書
第
五
条
４
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
五
条
５
及
び
６
中
「
及
び
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
、
第
二
条
の
Ｉ
及
び
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
五
条
８
の
三
の
次
に
８
の
四
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
の
四

１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
は
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
制
措
置
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
第
二
条
９
の
規
定
に

(a)
基
づ
く
調
整
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
条
の
Ｊ
１

か
ら

ま
で
及
び
３

か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
措

(a)

(e)

(a)

(e)

置
の
実
施
時
期
を
遅
ら
せ
並
び
に
当
該
規
制
措
置
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
八
年
ま
で
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

(i)

二
千
二
十
九
年
か
ら
二
千
三
十
四
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(ii)

二
千
三
十
五
年
か
ら
二
千
三
十
九
年
ま
で
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iii)
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一
〇

二
千
四
十
年
か
ら
二
千
四
十
四
年
ま
で
は
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iv)

二
千
四
十
五
年
以
降
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(v)

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
制
措
置
に
つ

(b)

(a)
い
て
行
わ
れ
る
第
二
条
９
の
規
定
に
基
づ
く
調
整
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
条
の
Ｊ
１

か
ら

ま
で
及
び

(a)

(e)

３

か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
措
置
の
実
施
時
期
を
遅
ら
せ
並
び
に
当
該
規
制
措
置
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と

(a)

(e)

が
で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
八
年
か
ら
二
千
三
十
一
年
ま
で
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

(i)

二
千
三
十
二
年
か
ら
二
千
三
十
六
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(ii)

二
千
三
十
七
年
か
ら
二
千
四
十
一
年
ま
で
は
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iii)

二
千
四
十
二
年
か
ら
二
千
四
十
六
年
ま
で
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iv)

二
千
四
十
七
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(v)
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
は
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く
消
費
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附

(c)
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
二
年
ま
で
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の

グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
消
費
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く

(d)

(c)
消
費
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の

消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
消
費
量
の
基
準
値

の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
も
の
は
、
第
二
条
の
Ｊ

(e)
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二

十
二
年
ま
で
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
生

産
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制

(f)

(e)
物
質
を
生
産
す
る
も
の
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ

る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
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一
一

二
千
四
十
年
か
ら
二
千
四
十
四
年
ま
で
は
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iv)

二
千
四
十
五
年
以
降
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

(v)

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
制
措
置
に
つ

(b)

(a)
い
て
行
わ
れ
る
第
二
条
９
の
規
定
に
基
づ
く
調
整
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
条
の
Ｊ
１

か
ら

ま
で
及
び

(a)

(e)

３

か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
措
置
の
実
施
時
期
を
遅
ら
せ
並
び
に
当
該
規
制
措
置
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と

(a)

(e)

が
で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
二
十
八
年
か
ら
二
千
三
十
一
年
ま
で
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト

(i)

二
千
三
十
二
年
か
ら
二
千
三
十
六
年
ま
で
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

(ii)

二
千
三
十
七
年
か
ら
二
千
四
十
一
年
ま
で
は
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iii)

二
千
四
十
二
年
か
ら
二
千
四
十
六
年
ま
で
は
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

(iv)

二
千
四
十
七
年
以
降
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

(v)
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
は
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く
消
費
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附

(c)
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
二
年
ま
で
の
消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の

グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
消
費
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く

(d)

(c)
消
費
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の

消
費
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
消
費
量
の
基
準
値

の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
を
生
産
す
る
も
の
は
、
第
二
条
の
Ｊ

(e)
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二

十
二
年
ま
で
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
生

産
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
で
あ
つ
て
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制

(f)

(e)
物
質
を
生
産
す
る
も
の
が
、
第
二
条
の
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
く
生
産
量
の
基
準
値
を
算
定
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｆ
に
掲
げ

る
規
制
物
質
の
二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の
生
産
量
の
算
定
値
の
平
均
値
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
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一
二

に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
生
産
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ら

ま
で
の
規
定
は
、
締
約
国
が
決
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
高
温
地
域
除
外
が
適
用
さ
れ
る
生
産
量
及
び
消
費

(g)

(a)

(f)

量
の
算
定
値
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

議
定
書
第
六
条
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

第
七
条
２
、
３
及
び
３
の
三

議
定
書
第
七
条
２
中
「
並
び
に
附
属
書
Ｅ
」
の
下
に
「
及
び
附
属
書
Ｆ
」
を
加
え
、
同
条
２
列
記
の
部
分
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
に
つ
い
て
は
、
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
。
た
だ
し
、
第
五
条
１
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
二
年
ま
で
の
当
該
統
計
資
料
を
提
出
す
る
。
同

条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
の
う
ち
同
条
８
の
四

及
び

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
、

(d)

(f)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の
当
該
統
計
資
料
を
提
出
す
る
。

議
定
書
第
七
条
２
及
び
３
中
「
及
び
附
属
書
Ｅ
」
を
「
、
附
属
書
Ｅ
及
び
附
属
書
Ｆ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
七
条
３
の
二
の
次
に
３
の
三
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
の
三

締
約
国
は
、
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
三
条
１

の
規
定
に
基
づ
く
施
設
ご
と
の
自
国

(d)

の
年
間
放
出
量
に
関
す
る
統
計
資
料
を
事
務
局
に
提
出
す
る
。

第
七
条
４

議
定
書
第
七
条
４
中
「
輸
出
量
」
の
下
に
「
並
び
に
生
産
量
」
を
加
え
る
。

第
十
条
１

議
定
書
第
十
条
１
中
「
及
び
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
、
第
二
条
の
Ｉ
及
び
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
十
条
１
に
第
四
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
合
意
さ
れ
た
増
加
費
用
の
一
部
を
賄
う
こ
と
に
つ
な
が
り
得
る
他
の

資
金
供
与
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
当
該
増
加
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
規
定
に

基
づ
く
資
金
供
与
の
制
度
に
よ
つ
て
は
賄
わ
れ
な
い
。

第
十
七
条
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一
三

に
属
す
る
規
制
物
質
の
８
の
三
に
定
め
る
生
産
量
の
基
準
値
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
値
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ら

ま
で
の
規
定
は
、
締
約
国
が
決
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
高
温
地
域
除
外
が
適
用
さ
れ
る
生
産
量
及
び
消
費

(g)

(a)

(f)

量
の
算
定
値
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

議
定
書
第
六
条
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

第
七
条
２
、
３
及
び
３
の
三

議
定
書
第
七
条
２
中
「
並
び
に
附
属
書
Ｅ
」
の
下
に
「
及
び
附
属
書
Ｆ
」
を
加
え
、
同
条
２
列
記
の
部
分
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

附
属
書
Ｆ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
に
つ
い
て
は
、
二
千
十
一
年
か
ら
二
千
十
三
年
ま
で
。
た
だ
し
、
第
五
条
１
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
二
千
二
十
年
か
ら
二
千
二
十
二
年
ま
で
の
当
該
統
計
資
料
を
提
出
す
る
。
同

条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
の
う
ち
同
条
８
の
四

及
び

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
、

(d)

(f)

二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
二
十
六
年
ま
で
の
当
該
統
計
資
料
を
提
出
す
る
。

議
定
書
第
七
条
２
及
び
３
中
「
及
び
附
属
書
Ｅ
」
を
「
、
附
属
書
Ｅ
及
び
附
属
書
Ｆ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
七
条
３
の
二
の
次
に
３
の
三
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
の
三

締
約
国
は
、
附
属
書
Ｆ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
第
三
条
１

の
規
定
に
基
づ
く
施
設
ご
と
の
自
国

(d)

の
年
間
放
出
量
に
関
す
る
統
計
資
料
を
事
務
局
に
提
出
す
る
。

第
七
条
４

議
定
書
第
七
条
４
中
「
輸
出
量
」
の
下
に
「
並
び
に
生
産
量
」
を
加
え
る
。

第
十
条
１

議
定
書
第
十
条
１
中
「
及
び
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
、
第
二
条
の
Ｉ
及
び
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

議
定
書
第
十
条
１
に
第
四
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
が
、
合
意
さ
れ
た
増
加
費
用
の
一
部
を
賄
う
こ
と
に
つ
な
が
り
得
る
他
の

資
金
供
与
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
当
該
増
加
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
規
定
に

基
づ
く
資
金
供
与
の
制
度
に
よ
つ
て
は
賄
わ
れ
な
い
。

第
十
七
条
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一
四

議
定
書
第
十
七
条
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

附
属
書
Ａ

議
定
書
附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

グ
ル
ー
プ

物

質

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
（
注
）

百
年
地
球
温
暖
化
係
数

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
F
C
l
3(
C
F
C-

1
1
)

一
・
〇

四
、
七
五
〇

C
F
2C
l
2(
C
F
C-

1
2
)

一
・
〇

一
〇
、
九
〇
〇

C
2F

3C
l
3(
C
F
C-

1
1
3
)

〇
・
八

六
、
一
三
〇

C
2F

4C
l
2(
C
F
C-

1
1
4
)

一
・
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

C
2F

5C
l
(
CF

C-
1
15
)

〇
・
六

七
、
三
七
〇

附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ

議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

グ
ル
ー
プ

物

質

異
性
体
の
数

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
（
注
１
）

百
年
地
球
温
暖
化
係
数
（
注
３)

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
H
F
C
l
2(
H
CF
C-

2
1)

（
注
２
）

一

〇
・
〇
四

一
五
一

C
HF

2Cl
(
H
CF
C-

2
2)

（
注
２
）

一

〇
・
〇
五
五

一
、
八
一
〇

C
H
2F
C
l
(
H
C
F
C-

3
1
)

一

〇
・
〇
二

C
2H
F
C
l
4(
H
C
F
C-

1
2
1
)

二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
四

C
2H
F
2C
l
3(
H
C
F
C-

1
2
2
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
八

C
2H
F
3C
l
2(
H
CF
C-

1
23
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
六

七
七

C
HC
l
2C
F
3(
H
C
F
C-

1
2
3)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二

C
2H
F
4C
l
(
H
C
F
C-

1
2
4
)

二

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
四

六
〇
九

C
H
F
C
l
C
F
3(
H
C
F
C-

1
2
4
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二
二

C
2H

2F
C
l
3(
H
C
F
C-

1
3
1
)

三

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
〇
五

C
2H

2F
2C
l
2(
H
C
F
C-

1
3
2
)

四

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
〇
五

C
2H

2F
3Cl

(
H
CF
C-

1
33
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
六

C
2H

3F
C
l
2(
H
C
F
C-

1
4
1
)

三

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
〇
七

C
H
3C
F
C
l
2(
H
C
F
C-

1
4
1
b
)

（
注
２
）

―

〇
・
一
一

七
二
五

C
2H

3F
2C
l
(
H
C
F
C-

1
4
2
)

三

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
〇
七

C
H
3C
F
2C
l
(
H
C
F
C-

1
4
2b
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
六
五

二
、
三
一
〇

C
2H

4F
C
l
(
H
C
F
C-

1
5
1
)

二

〇
・
〇
〇
三

―

〇
・
〇
〇
五

C
3H
F
C
l
6(H

C
F
C-

2
2
1
)

五

〇
・
〇
一
五

―

〇
・
〇
七

C
3H
F
2C
l
5(
H
C
F
C-

2
2
2
)

九

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
九

C
3H
F
3C
l
4(
H
C
F
C-

2
2
3
)

一
二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
八
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一
五

議
定
書
第
十
七
条
中
「
第
二
条
の
Ｉ
」
を
「
第
二
条
の
Ｊ
」
に
改
め
る
。

附
属
書
Ａ

議
定
書
附
属
書
Ａ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

グ
ル
ー
プ

物

質

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
（
注
）

百
年
地
球
温
暖
化
係
数

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
F
C
l
3(
C
F
C-

1
1
)

一
・
〇

四
、
七
五
〇

C
F
2C
l
2(
C
F
C-

1
2
)

一
・
〇

一
〇
、
九
〇
〇

C
2F

3C
l
3(
C
F
C-

1
1
3
)

〇
・
八

六
、
一
三
〇

C
2F

4C
l
2(
C
F
C-

1
1
4
)

一
・
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

C
2F

5C
l
(
CF

C-
1
15
)

〇
・
六

七
、
三
七
〇

附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｆ

議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ｉ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

グ
ル
ー
プ

物

質

異
性
体
の
数

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
（
注
１
）

百
年
地
球
温
暖
化
係
数
（
注
３)

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
H
F
C
l
2(
H
CF
C-

2
1)

（
注
２
）

一

〇
・
〇
四

一
五
一

C
HF

2Cl
(
H
CF
C-

2
2)

（
注
２
）

一

〇
・
〇
五
五

一
、
八
一
〇

C
H
2F
C
l
(
H
C
F
C-

3
1
)

一

〇
・
〇
二

C
2H
F
C
l
4(
H
C
F
C-

1
2
1
)

二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
四

C
2H
F
2C
l
3(
H
C
F
C-

1
2
2
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
八

C
2H
F
3C
l
2(
H
CF
C-

1
23
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
六

七
七

C
HC
l
2C
F
3(
H
C
F
C-

1
2
3)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二

C
2H
F
4C
l
(
H
C
F
C-

1
2
4
)

二

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
四

六
〇
九

C
H
F
C
l
C
F
3(
H
C
F
C-

1
2
4
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二
二

C
2H

2F
C
l
3(
H
C
F
C-

1
3
1
)

三

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
〇
五

C
2H

2F
2C
l
2(
H
C
F
C-

1
3
2
)

四

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
〇
五

C
2H

2F
3Cl

(
H
CF
C-

1
33
)

三

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
六

C
2H

3F
C
l
2(
H
C
F
C-

1
4
1
)

三

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
〇
七

C
H
3C
F
C
l
2(
H
C
F
C-

1
4
1
b
)

（
注
２
）

―

〇
・
一
一

七
二
五

C
2H

3F
2C
l
(
H
C
F
C-

1
4
2
)

三

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
〇
七

C
H
3C
F
2C
l
(
H
C
F
C-

1
4
2b
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
六
五

二
、
三
一
〇

C
2H

4F
C
l
(
H
C
F
C-

1
5
1
)

二

〇
・
〇
〇
三

―

〇
・
〇
〇
五

C
3H
F
C
l
6(H

C
F
C-

2
2
1
)

五

〇
・
〇
一
五

―

〇
・
〇
七

C
3H
F
2C
l
5(
H
C
F
C-

2
2
2
)

九

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
九

C
3H
F
3C
l
4(
H
C
F
C-

2
2
3
)

一
二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
八
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一
六

C
3H
F
4C
l
3(
H
CF
C-

2
24
)

一
二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
九

C
3H
F
5C
l
2(
H
CF
C-

2
2
5
)

九

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
七

C
F
3C
F
2C
H
C
l
2(
H
C
FC-

2
2
5c
a
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二
五

一
二
二

C
F
2C
l
C
F
2C
H
C
lF
(
H
CF
C-

2
2
5
c
b
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
三
三

五
九
五

C
3H
F
6C
l
(
H
C
F
C-

2
2
6
)

五

〇
・
〇
二

―

〇
・
一
〇

C
3H

2F
C
l
5(
H
C
F
C-

2
3
1
)

九

〇
・
〇
五

―

〇
・
〇
九

C
3H

2F
2C
l
4(
H
C
F
C-

2
3
2
)

一
六

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
一
〇

C
3H

2F
3C
l
3(
H
C
F
C-

2
3
3
)

一
八

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
二
三

C
3H

2F
4Cl

2(H
C
F
C-

2
3
4
)

一
六

〇
・
〇
一

―

〇
・
二
八

C
3H

2F
5Cl

(
H
CF
C-

2
35

)

九

〇
・
〇
三

―

〇
・
五
二

C
3H

3F
C
l
4(
H
CF

C-
2
41
)

一
二

〇
・
〇
〇
四

―

〇
・
〇
九

C
3H

3F
2Cl

3(H
C
F
C-

2
4
2
)

一
八

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
一
三

C
3H

3F
3C
l
2(
H
C
F
C-

2
4
3
)

一
八

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
一
二

C
3H

3F
4C
l
(
H
C
F
C-

2
4
4
)

一
二

〇
・
〇
〇
九

―

〇
・
一
四

C
3H

4F
C
l
3(
H
C
F
C-

2
5
1
)

一
二

〇
・
〇
〇
一

―

〇
・
〇
一

C
3H

4F
2C
l
2(
H
C
F
C-

2
5
2
)

一
六

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
〇
四

C
3H

4F
3C
l
(
H
C
F
C-

2
5
3
)

一
二

〇
・
〇
〇
三

―

〇
・
〇
三

C
3H

5F
C
l
2(
H
C
F
C-

2
6
1
)

九

〇
・
〇
〇
二

―

〇
・
〇
二

C
3H

5F
2C
l
(
H
C
F
C-

2
6
2
)

九

〇
・
〇
〇
二

―

〇
・
〇
二

C
3H

6F
C
l
(
H
C
F
C-

2
7
1
)

五

〇
・
〇
〇
一

―

〇
・
〇
三

注
１

こ
の
議
定
書
の
適
用
上
、
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
が
数
値
の
範
囲
で
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
範
囲
内
に
お
け
る
最
高
値
を
使
用
す
る
。

単
独
の
数
値
で
表
示
さ
れ
て
い
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
は
、
研
究
室
に
お
け
る
測
定
に
基
づ
く
計
算
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
数
値
の
範

囲
で
表
示
さ
れ
て
い
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
は
、
推
定
値
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
確
実
性
は
劣
る
。
数
値
の
範
囲
は
、
異
性
体
群
に
係
る
も
の
で

あ
る
。
上
限
値
は
最
高
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
を
有
す
る
異
性
体
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
の
推
定
値
で
あ
り
、
下
限
値
は
最
低
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
を

有
す
る
異
性
体
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
の
推
定
値
で
あ
る
。

注
２

商
業
上
使
わ
れ
る
可
能
性
の
最
も
高
い
物
質
を
こ
の
議
定
書
の
適
用
上
使
用
さ
れ
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
と
共
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
３

地
球
温
暖
化
係
数
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
物
質
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
９

に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
地
球
温
暖
化
係
数
の
値
が
表
示
さ
れ

(a)
(ii)

る
ま
で
は
、
初
期
値
と
し
て
零
が
適
用
さ
れ
る
。

議
定
書
に
次
の
附
属
書
を
加
え
る
。

附
属
書
Ｆ

規
制
物
質

グ
ル
ー
プ

物

質

百
年
地
球
温
暖
化
係
数

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
HF

2C
H
F
2(
H
F
C-

1
3
4
)

一
、
一
〇
〇

C
H
2F
C
F
3(
H
F
C-

1
3
4
a
)

一
、
四
三
〇

C
H
2F
C
H
F
2(
H
F
C-

1
4
3
)

三
五
三

C
HF

2CH
2CF

3(H
F
C-

24
5
f
a)

一
、
〇
三
〇

C
F
3C
H
2C
F
2C
H
3(
HF

C-
3
65

m
f
c
)

七
九
四

C
F
3C
H
F
C
F
3(
H
F
C-

2
2
7
e
a
)

三
、
二
二
〇
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一
七

C
3H
F
4C
l
3(
H
CF
C-

2
24
)

一
二

〇
・
〇
一

―

〇
・
〇
九

C
3H
F
5C
l
2(
H
CF
C-

2
2
5
)

九

〇
・
〇
二

―

〇
・
〇
七

C
F
3C
F
2C
H
C
l
2(
H
C
FC-

2
2
5c
a
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
二
五

一
二
二

C
F
2C
l
C
F
2C
H
C
lF
(
H
CF
C-

2
2
5
c
b
)

（
注
２
）

―

〇
・
〇
三
三

五
九
五

C
3H
F
6C
l
(
H
C
F
C-

2
2
6
)

五

〇
・
〇
二

―

〇
・
一
〇

C
3H

2F
C
l
5(
H
C
F
C-

2
3
1
)

九

〇
・
〇
五

―

〇
・
〇
九

C
3H

2F
2C
l
4(
H
C
F
C-

2
3
2
)

一
六

〇
・
〇
〇
八

―

〇
・
一
〇

C
3H

2F
3C
l
3(
H
C
F
C-

2
3
3
)

一
八

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
二
三

C
3H

2F
4Cl

2(H
C
F
C-

2
3
4
)

一
六

〇
・
〇
一

―

〇
・
二
八

C
3H

2F
5Cl

(
H
CF
C-

2
35

)

九

〇
・
〇
三

―

〇
・
五
二

C
3H

3F
C
l
4(
H
CF

C-
2
41
)

一
二

〇
・
〇
〇
四

―

〇
・
〇
九

C
3H

3F
2Cl

3(H
C
F
C-

2
4
2
)

一
八

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
一
三

C
3H

3F
3C
l
2(
H
C
F
C-

2
4
3
)

一
八

〇
・
〇
〇
七

―

〇
・
一
二

C
3H

3F
4C
l
(
H
C
F
C-

2
4
4
)

一
二

〇
・
〇
〇
九

―

〇
・
一
四

C
3H

4F
C
l
3(
H
C
F
C-

2
5
1
)

一
二

〇
・
〇
〇
一

―

〇
・
〇
一

C
3H

4F
2C
l
2(
H
C
F
C-

2
5
2
)

一
六

〇
・
〇
〇
五

―

〇
・
〇
四

C
3H

4F
3C
l
(
H
C
F
C-

2
5
3
)

一
二

〇
・
〇
〇
三

―

〇
・
〇
三

C
3H

5F
C
l
2(
H
C
F
C-

2
6
1
)

九

〇
・
〇
〇
二

―

〇
・
〇
二

C
3H

5F
2C
l
(
H
C
F
C-

2
6
2
)

九

〇
・
〇
〇
二

―

〇
・
〇
二

C
3H

6F
C
l
(
H
C
F
C-

2
7
1
)

五

〇
・
〇
〇
一

―

〇
・
〇
三

注
１

こ
の
議
定
書
の
適
用
上
、
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
が
数
値
の
範
囲
で
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
範
囲
内
に
お
け
る
最
高
値
を
使
用
す
る
。

単
独
の
数
値
で
表
示
さ
れ
て
い
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
は
、
研
究
室
に
お
け
る
測
定
に
基
づ
く
計
算
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
数
値
の
範

囲
で
表
示
さ
れ
て
い
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
は
、
推
定
値
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
確
実
性
は
劣
る
。
数
値
の
範
囲
は
、
異
性
体
群
に
係
る
も
の
で

あ
る
。
上
限
値
は
最
高
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
を
有
す
る
異
性
体
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
の
推
定
値
で
あ
り
、
下
限
値
は
最
低
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
を

有
す
る
異
性
体
の
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
の
推
定
値
で
あ
る
。

注
２

商
業
上
使
わ
れ
る
可
能
性
の
最
も
高
い
物
質
を
こ
の
議
定
書
の
適
用
上
使
用
さ
れ
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
と
共
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
３

地
球
温
暖
化
係
数
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
物
質
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
９

に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
地
球
温
暖
化
係
数
の
値
が
表
示
さ
れ

(a)
(ii)

る
ま
で
は
、
初
期
値
と
し
て
零
が
適
用
さ
れ
る
。

議
定
書
に
次
の
附
属
書
を
加
え
る
。

附
属
書
Ｆ

規
制
物
質

グ
ル
ー
プ

物

質

百
年
地
球
温
暖
化
係
数

グ
ル
ー
プ
Ⅰ

C
HF

2C
H
F
2(
H
F
C-

1
3
4
)

一
、
一
〇
〇

C
H
2F
C
F
3(
H
F
C-

1
3
4
a
)

一
、
四
三
〇

C
H
2F
C
H
F
2(
H
F
C-

1
4
3
)

三
五
三

C
HF

2CH
2CF

3(H
F
C-

24
5
f
a)

一
、
〇
三
〇

C
F
3C
H
2C
F
2C
H
3(
HF

C-
3
65

m
f
c
)

七
九
四

C
F
3C
H
F
C
F
3(
H
F
C-

2
2
7
e
a
)

三
、
二
二
〇
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一
八

C
H
2F
CF

2C
F
3(
H
F
C-

2
3
6
c
b
)

一
、
三
四
〇

C
HF

2CH
F
C
F
3(
HF

C-
2
36

e
a
)

一
、
三
七
〇

C
F
3C
H
2C
F
3(
HF
C-

2
36
f
a
)

九
、
八
一
〇

C
H
2F
CF

2C
H
F
2(
H
F
C-

2
4
5
c
a
)

六
九
三

C
F
3C
HF
C
H
FC
F
2C
F
3(
H
F
C-

4
3-

1
0m
e
e
)

一
、
六
四
〇

C
H
2F

2(
H
FC-

3
2
)

六
七
五

C
H
F
2C
F
3(
H
F
C-

1
2
5
)

三
、
五
〇
〇

C
H
3C
F
3(
H
F
C-

1
4
3
a
)

四
、
四
七
〇

C
H
3F
(
H
F
C-

4
1
)

九
二

C
H
2F
C
H
2F
(
H
F
C-

1
5
2
)

五
三

C
H
3C
H
F
2(
H
F
C-

1
5
2
a
)

一
二
四

グ
ル
ー
プ
Ⅱ

C
H
F
3(H

F
C-

23
)

一
四
、
八
〇
〇

第
二
条

千
九
百
九
十
九
年
の
改
正
と
の
関
係

い
ず
れ
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
も
、
千
九
百
九
十
九
年
十
二
月
三
日
に
北
京
に
お
け
る
締
約
国
の
第

十
一
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
既
に
寄
託
し
て
い
る
場
合
又
は
同
時

に
寄
託
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
条

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
及
び
同
条
約
の
京
都
議
定
書
と
の
関
係

こ
の
改
正
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
及
び
第
十
二
条
又
は
同
条
約
の
京
都
議
定
書
第
二
条
、
第

五
条
、
第
七
条
及
び
第
十
条
に
定
め
る
約
束
の
範
囲
か
ら
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
除
外
す
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
を

意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
条

効
力
発
生

１

２
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
改
正
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
二
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合

の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
千
十
九

年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
同
日
ま
で
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
は
、
当
該
条
件
が

満
た
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
改
正
の
第
一
条
に
規
定
す
る
議
定
書
第
四
条
（
非
締
約
国
と
の
貿
易
の
規
制
）
の
変
更
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ

る
七
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
千
三
十
三
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
同
日
ま
で
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
は
、
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
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H
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2
5
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三
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五
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〇

C
H
3C
F
3(
H
F
C-

1
4
3
a
)

四
、
四
七
〇

C
H
3F
(
H
F
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4
1
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九
二

C
H
2F
C
H
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(
H
F
C-

1
5
2
)

五
三

C
H
3C
H
F
2(
H
F
C-

1
5
2
a
)

一
二
四

グ
ル
ー
プ
Ⅱ

C
H
F
3(H

F
C-

23
)

一
四
、
八
〇
〇

第
二
条

千
九
百
九
十
九
年
の
改
正
と
の
関
係

い
ず
れ
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
も
、
千
九
百
九
十
九
年
十
二
月
三
日
に
北
京
に
お
け
る
締
約
国
の
第

十
一
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
既
に
寄
託
し
て
い
る
場
合
又
は
同
時

に
寄
託
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
条

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
及
び
同
条
約
の
京
都
議
定
書
と
の
関
係

こ
の
改
正
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
及
び
第
十
二
条
又
は
同
条
約
の
京
都
議
定
書
第
二
条
、
第

五
条
、
第
七
条
及
び
第
十
条
に
定
め
る
約
束
の
範
囲
か
ら
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
除
外
す
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
を

意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
条

効
力
発
生

１

２
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
改
正
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
二
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合

の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
千
十
九

年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
同
日
ま
で
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
は
、
当
該
条
件
が

満
た
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
改
正
の
第
一
条
に
規
定
す
る
議
定
書
第
四
条
（
非
締
約
国
と
の
貿
易
の
規
制
）
の
変
更
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ

る
七
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
千
三
十
三
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
同
日
ま
で
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
は
、
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
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二
〇

３

１
及
び
２
の
規
定
の
適
用
上
、
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
る
文
書
は
、
当
該
機
関
の
構
成

国
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
追
加
し
て
数
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

１
及
び
２
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
改
正
が
効
力
を
生
じ
た
後
は
、
こ
の
改
正
は
、
１
及
び
２
の
締
約
国
以
外
の
議
定
書
の

締
約
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
五
条

暫
定
的
適
用

締
約
国
は
、
こ
の
改
正
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
前
は
い
つ
で
も
、
議
定
書
第
二
条
の
Ｊ
に
定
め
る
規
制
措
置
及
び

こ
れ
に
対
応
す
る
議
定
書
第
七
条
に
定
め
る
報
告
に
関
す
る
義
務
に
つ
い
て
こ
の
改
正
が
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
間
暫
定
的
に

適
用
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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